
山江村農業委員会総会議事録 

１． 開催日時 令和８年２月１０日（火）午前８時５６分から午前９時３５分 

 

２． 開催場所 山江村役場 ２階大会議室 

 

３． 出席委員（１４名） 

     農業委員       ７名 

     推進委員       ７名 

 

４． 欠席委員（１名） 

     農業委員       １名 

 

５． 議事日程 

日程１ 開会（事務局長） 

日程２ 会長挨拶（会長） 

日程３ 諸般事情報告 

日程４ 議事録署名委員の指名について 

日程５ 議第４号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

日程６ 議第５号 山江村農用地利用集積等促進計画（第１次）に対する意見決定について 

日程７ 議第６号 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の変更に対する意見について 

日程８ その他 

日程９ 今後の行事 

日程１０ 閉会（会長） 

 

６． 農業委員会事務局職員 

事務局長   
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７.  会議の概要 

 

事務局長       それではご起立願います。一同礼。ご着席ください。 

           山江村農業委員会における農業委員の総数は８名で、本日の出席委員

は７名であります。山江村農業委員会総会規則第８条の定足数に達して

おりますので、総会の成立を宣言いたします。それでは只今より令和８

年２月期の農業委員会総会を開会いたします。 

           日程２「会長挨拶」会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長         （会長挨拶） 

 

事務局長       次に日程３「諸般事情報告」となっております。農業委員、農地利用

最適化推進委員におかれましては、何かございませんか。 

 

（なしの声） 

 

事務局長       ないようであれば、次に進みます。日程４「議事」に入ります。日程

４以降につきましては、会長にて議事進行をお願いいたします。 

 

議長         はい、これより議事に入ります。まず、日程４「議事録署名委員の指

名について」山江村農業委員会総会規則第２０条第２項に規定する議事

録署名委員ですが、議長が会議において指名することとなっております

ので、私から指名をさせていただきます。今回の議事録署名委員は３番

農業委員、４番農業委員にお願いいたします。 

 

議長         次に日程５、議第４号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等

の解約の承認について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、議第４号についてご説明いたします。総会資料の１ページ

をお開きください。議第４号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸

借等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法施行規則第

６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃貸借の合意解約通知があっ

たので承認を求める。令和８年２月１０日提出、山江村農業委員会会長。

２ページから３ページまでが、解約通知書と合意解約書の写しになって

おります。なお、この案件は使用貸借権の解約となります。（申請内容

について説明）。４ページに地籍図を添付しております。解約の目的に

つきましては借受人側が管理していくことが困難になったことによる

ものでございます。以上でございます。 
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議長         はい。それでは、事務局の説明が終りましたので、これより質疑に入

ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

○○推進委員     はい。 

 

議長         はい。○○委員。 

 

○○推進委員     管理していくことが難しいとは、現在は荒れていないんでしょうか。 

 

議長         事務局、いいですか。 

 

事務局長       すみません、普通、現地は確認しないんですけれども、荒れてはいな

いと思います。綺麗にしてあるそうです。次の耕作者も決まっているそ

うなので、また出てくるので、きちんと今後も管理されていくと思いま

す。 

 

議長         よろしいでしょうか。次の借り手も決まっているそうなので。 

 

○○推進委員     はい。 

 

議長         はい。他にございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         農業委員の方からの質疑・意見ございませんか。 

 

            （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見ないようですので、それでは採決をいたします。議

第４号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約について」

異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 
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議長         はい。全員挙手により、議第４号は原案のとおり承認いたします。 

 

議長         次に日程６、議第５号「山江村農用地利用集積等促進計画（第１次）

に対する意見決定について」を議題とします。 

ここで議事に入る前に、農業委員会第３１条「議事参与の制限」の規

定に係る案件でございます。６番農業委員が関係者となりますので、当

該事案の審議開始から終了まで６番農業委員の退席を求めます。 

 

           ６番農業委員退席（９時４分） 

 

議長         それでは、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

事務局長       それでは、議第５号についてご説明をいたします。総会資料の５ペー

ジをお開きください。議第５号「山江村農用地利用集積等促進計画（第

１次）に対する意見決定について」令和８年山江村農用地利用集積等促

進計画（第１次）を定めることについて、農地中間管理事業の推進に関

する法律第１９条第３項の規定により、山江村長から意見を求められた

ので、この計画について可否を求める。令和８年２月１０日提出、山江

村農業委員会会長。６ページから７ページが意見書の写し、８ページが

総括表となっております。９ページの利用権の設定等状況一覧表をご覧

ください。利用権設定が記載されておりますが、農地中間管理事業を利

用しており、左から使用貸借権、賃借権の区分、貸し手、借り手の氏名

が記載されています。貸し手と公社は１０年から１０年９ヶ月、公社と

借り手は５年から１０年９ヶ月の契約となっています。借り手の経営面

積は記載のとおりです。           

次に、１０ページから１１ページの農地利用集積計画書をご覧くださ

い。今回、利用権を設定する土地の地目、面積等が記載されております

のでご覧ください。なお、案件は新規設定が２件で、総面積は 2,713

㎡でございます。 

それでは、賃借権の新規設定１件１筆分についてご説明いたします。

賃借権の新規設定に係る申請でございます。１２ページ並びに１３ペー

ジをご覧ください。（申請内容について説明）。１４ページに地籍図、そ

れから１５ページに現況写真を、１６ページに調査書を添付しておりま

す。現地調査につきましては、貸し手の方、借り手の方、担当農業委員

と担当推進委員とともに、２月３日に行っております。以上でございま

す。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終りましたので、担当農業委員から

補足説明をお願いいたします。 
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担当農業委員     それでは、説明いたします。２月３日午前９時２０分より現地調査を

いたしました。（場所について説明）。貸し手の方、受け手の方、そして

局長、私と担当推進委員で確認いたしました。草がぼうぼう生えていて、

これを草刈って、整地してから牧草を植えるということでした。問題は

ないかと思います。慎重審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長         はい、続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については原案のとおり

決定いたします。 

           農業委員会第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案件の審議が終

了しましたので、６番農業委員の入室を認めます。 

 

           ６番農業委員着席（９時１０分） 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件３筆分について、事務局の説明を

お願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件３筆分についてご説明いたします。
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賃借権の新規設定に係る申請でございます。１７ページ並びに１８ペー

ジをご覧ください。（申請内容について説明）。２０ページに地籍図、２

１ページに現況写真、それから２２ページに調査書を添付しております。

現地調査につきましては、貸し手の方と借り手の方、１筆目の字につき

ましては、Ａ担当農業委員とＡ担当推進委員、２及び３筆目の字につき

ましてはＢ担当農業委員とＢ担当推進委員とともに２月３日に行って

おります。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終りましたので、１筆目のＡ担当農

業委員から補足説明をお願いします。 

 

Ａ担当農業委員    それでは、説明いたします。２月３日９時１０分より確認をいたしま

した。出し手の方は夫婦で来ておられ、受け手の方、そして局長、私と

Ａ担当推進委員、６名で確認いたしました。（場所について説明）。田ん

ぼは１番下になっておりまして、水が大変だろうなと聞いてみたところ、

上の方が排水を流して、その排水で賄っているので、水の心配はないと

いうことでした。問題はないかと思います。慎重審議、よろしくお願い

いたします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いましたＡ担当推進委員から何か

ありませんでしょうか。 

 

Ａ担当推進委員    ありません。 

 

議長         次に、２及び３筆目のＢ担当農業委員から補足説明をお願いします。 

 

Ｂ担当農業委員    はい。それでは、説明いたします。２月の３日９時より現地調査を行

いました。立会人といたしまして、借り手の方、貸し手の方、そしてま

た事務局長、それとＢ担当推進委員と私の５名で行いました。（場所に

ついて説明）。まだ稲刈りの跡が残っているわけでございます。貸し手

の方は、体が大変弱って、奥さんが運転して連れてきてもらったという

わけでございます。借り手の方は、もともと作付けをされておりまして、

相談されて、それなら作ってくれということでございました。借り手の

方も牛を多く飼育されておりまして、何の心配もないと思いますけど、

審議の程よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いましたＢ担当推進委員から何かありま

せんでしょうか。 

 

Ｂ担当推進委員    ありません。 
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議長         はい。それでは、担当委員の説明がそれぞれ終りましたので、これよ

り質疑に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

○○推進委員     ちょっと、すみません。 

 

議長         はい。○○委員。 

 

○○推進委員     １７ページの支払い回数は１０回となってるんですが、１８ページは

５回と書いてあるんですが、これは何かあるんですか。 

 

議長         事務局お願いします。 

 

事務局長       はい。支払い回数ですけど、物納になっておりますので、１０年です

ので１０回支払うという形になります。 

 

○○推進委員     ５回は誤りということですか。 

 

事務局長       公社と出し手が１０年契約です。ここは１０回支払うということで、

借り手の方は５年ということなので５回の支払いです。 

 

○○推進委員     そういうことですね。 

 

事務局長       更新されたら次の残り５回の支払いという形になります。 

 

○○推進委員     分かりました。ありがとうございました。 

 

議長         はい。よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。
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新規設定１件３筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件３筆分については原案のとおり

決定いたします。 

 

議長         次に日程７、議第６号「農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の

変更に対する意見について」を議題とします。事務局より議案の朗読と

説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、議第６号についてご説明いたします。総会資料の２３ペー

ジをご覧ください。議第６号「農業経営基盤強化促進法に基づく地域計

画の変更に対する意見について」農業経営基盤強化促進法第１９条第１

項に規定する地域計画を定めることについて、同法第１９条第６項の規

定により、山江村長から意見を求められたので、この計画（案）につい

て意見を求める。令和８年２月１０日提出、山江村農業委員会会長。２

４ページに別紙と書いておりますが、Ａ４で冊子があると思います。別

冊の「農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の変更に対する意見に

ついて」という山江村長からの照会書類をご覧ください。１枚めくって

いただきますと、地域計画変更（案）説明資料が添付されております。

変更理由としましては「農業を担うものに位置付けられた経営体が、農

地中間管理機構の特例事業を活用し、地域内にある農用地を集積するこ

とになったため」ということでございます。１月期総会の農用地利用集

積等促進計画の案件で審議いただきました、熊本県農業公社を通じた農

地の売買に係るものでありまして、集積する土地の所在等につきまして

は記載のとおりとなっております。 

地域計画内において、農業を担う者に位置付けられた方への農地集積

ということで、集積面積等の変更があっております。 

また、目標地図において、策定時は、その土地に農業を担う者が位置

付けられていませんでしたので、今回、目標地図に当該人を位置付ける

ことにより、色付けがなされることになります。 

次に、２ページをご覧ください。２ページが申請の位置図になります。

３ページが地籍図となっております。前回の字○○の案件でございます。

４ページから７ページが地域計画の変更（案）になります。先ほどあっ

た数値が反映されてですね、赤字で変更になっております。なお、今回

は山田①地域のみの変更となります。８ページから９ページが目標地図

の変更となります。９ページの真ん中に対象農地と記載があります。こ

の農地が白色から農業を担う者に位置付けられた８番の者（緑色）へ着

色がされております。今回の変更と関係ありませんが、令和７年度の総
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会において賃貸借等で農業を担う者へ集積された農地につきましては

次回、令和８年５月の予定ですけれども、その変更に合わせて、まとめ

て目標地図を変更する予定としております。以上でございます。 

 

議長         はい、それでは、事務局の説明が終りましたので、これより質疑に入

ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         農業委員の方、推進委員の方、どちらからでも結構ですので、何かご

ざいましたら、ぜひ意見お願いいたします。 

 

           （なしの声） 

 

議長         質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         質疑・意見がないようですので、それでは、農業委員会としての意見

を決定してよろしいでしょうか。農業経営基盤強化促進法に基づく地域

計画の変更に対する意見について「意見なし」とすることに異議がない

方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、地域計画の変更については「意見なし」とい

たします。 

 

議長         次に日程８「その他」となっております。事務局より報告及び連絡を

お願いいたします。 

 

事務局長       「その他」について説明。 

          〇令和８年度「農地等利用最適化推進施策を実現するための意見書」策

定に向けた意見集約について 

          〇活動記録表の徹底について 

          〇農地の耕作者（受け手）の情報提供について 
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          〇球磨地域農業活性化セミナーの開催について 

          〇令和８年７月農業委員・推進委員改選について 

          〇広報委員会議について（２月期総会終了後） 

          〇議事録について（署名願い） 

 

議長         はい。只今の事務局の連絡について何か意見、聞きたい事ありません

か。終わった後でも結構ですので、何か気づいた点があったら事務局に

確認していただきたいというふうに思います。 

 

議長         それでは次に、日程９「今後の行事」に移ります。事務局より説明を

お願いいたします。 

 

事務局長       今後の行事について説明。 

 

議長         それでは、日程１０「閉会」に移ります。 

          以上をもちまして、農業委員会２月期総会を閉会いたします。どうも、

おつかれ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8年 2月 10 日(火)午前 9時 35 分終了 

 

                        議長             

 

                        委員             

 

                        委員             


